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通いの場へのリハビリ専門職の派遣について（大和市） 

 

所 管 大和市 健康福祉部 健康づくり推進課 健康施策・歩こう係 

事業名 地域リハビリテーション活動支援事業 

開始年度 平成 29年度 

目 的 介護予防を目的に自主活動を行っている団体に、リハビリテーション

専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）を派遣して、適切な運

動内容や運動についての助言などを行い、住民運営の通いの場を充実

させます。 

手段手法 業務委託（市内医療機関） 

事業費 

（令和５年度） 

１，１５５千円（業務委託料） 

派遣概要 １.対象団体 

（１）市内において介護予防に係る自主活動を行っている団体で、次に

あげる要件をすべて満たすこと。 

①原則として月１回以上の活動を６月以上継続していること。 

②参加者が概ね 10名以上の市内に居住する者であって、主とし 

て 65歳以上であること。 

２.回数、時間 

年度内に原則２回を限度として、実施時間は、１回あたり概ね１時間

程度 

派遣までの流れ １ 申請（団体⇒大和市） 

２ 日程調整（大和市⇔医療機関） 

３ 決定（大和市⇒団体、大和市⇒医療機関） 

４ 専門職派遣（団体、医療機関） 

５ 報告（医療機関⇒大和市） 

６ 支払（大和市⇒医療機関） 

派遣実績 

（令和４年度） 

派遣件数 ６５件 

（理学療法士 ４８人、作業療法士 １７人、言語聴覚士 ２人） 

その他 ・「過去に専門職を派遣した団体」及び「地域の高齢者サロン」等に対

して次年度の事業案内をするなど、事業周知に努めています。 

・保健師（※１）及び管理栄養士（※２）の関連事業とも連携しながら、

事業を実施しています。 

※１ 保健師による健康測定や健康講話（出張けんこう教室） 

※２ 管理栄養士等による栄養・口腔講話及び栄養・歯科相談 

 


